
 

令和 3年(2021年)12月 28日 

 

  

第 273号 

令和 3年(2021年) 

12月 28日 

火曜日 
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規則 
○ 埼玉県聴聞規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県税条例施行規則の一部を改正する規則（税務課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

訓令 
○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 技能職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県会計管理者の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（出納

総務課） 

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県立学校文書管理・公印規程の一部を改正する訓令（県立学校人事課） 

告示 
○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定施術機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福
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祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 保安林の指定の解除（森づくり課） 

○ 保安林の指定の解除（森づくり課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 
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○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく区域の変更（都市計

画課） 

○ 川口都市計画道路の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく区域の変更（都市計

画課） 

○ 会計管理者事務の一部委任告示の一部を改正する告示（出納総務課） 

○ 埼玉県収納代理金融機関についての告示の一部改正（出納総務課） 

○ インフォメーション表示システムの賃貸借に関する落札者等の公示（会計課） 

○ ハードディスク複写装置の賃貸借に関する落札者等の公示（会計課） 

○ 無線自動車動態管理システム本部装置の賃貸借に関する落札者等の公示（会計課） 

○ 県道さいたま鴻巣線の区域の変更（北本県土整備事務所） 
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別記様式第二十七号の七（一） 

 

 

 所在地 

 

 法人名 

                           様 

 代表者氏名 

 

 法人の県民税・法人の事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税
更正
決定

 

 法人の事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の
過少申告
不 申 告

重
加算金決定

通知書（納額告知書）
 
 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり通知します。 

 なお、不足税額、加算金及び延滞金を指定納期限までに納付してください。 

 年  月  日  

 

 

 

 

 

埼玉県    県税事務所長 □印   

 県 税   納税番号    

 
事 業 年 度 

年  月  日から 

 年  月  日まで 

 申 告 基 準 日 年  月  日 

 申 告 納 付 

期 限 

県 民 税 年  月  日 

 事 業 税 年  月  日 

 確 定 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

 修 正 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

事         業         税  県    民    税 

摘           要 課税標準 税  率 税  額  （ 使 途 秘 匿 金 税 額 等 ） 

法 人 税 法 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 法 人 税 額 

（   円） 

円 

所 

得 

割 

所 得 金 額 総 額 円    

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額  ／100 円  試 験 研 究 費 の 額 等 に 係 る 法 人 税額 の 特 別 控 除 額  

年400万円を超え年800万円以下の 
金額又は年400万円を超える金額 

 ／100   還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額  

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  ／100   退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額  

計     課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額 ア  

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額  ／100   ２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にお
ける課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額

 イ 
 

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額      

付 加 価 値 額  ／100   法 人 税 割 額          ア又はイ × 
 

  
100

  

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額     道 府 県 民 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額  

資 本 金 等 の 額  ／100   税 額 控 除 超 過 額 相 当 額 の 加 算 額  

収
入
割 

収 入 金 額 総 額     
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 

又 は 個 別 控 除 対 象 所 得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額 
 

収 入 金 額  ／100   
外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額  

仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人 税 割 額 の 控 除 額  



  

合 計 事 業 税 額   差 引 法 人 税 割 額  

平 成 2 8 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法 人 税 割 額  

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額   租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額   過 不 足 法 人 税 割 額  

差 引 事 業 税 額   均

等

割

額 

算定期間中において事務所等を有していた月数 ウ 月 

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 事 業 税 額   
均 等 割 額           円 × 

ウ 12 
 

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額    

差 引 過 不 足 事 業 税 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 均 等 割 額  

減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額   過 不 足 均 等 割 額  

減少する事業税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額   過 不 足 県 民 税 額  

特 別 法 人 事 業 税 又 は 地 方 法 人 特 別 税  減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額  

摘             要 課税標準 税  率 税  額  減少する法人税割額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額  

所得割に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額 円 ／100 円  分

割

基

準 

 

事    業    税 県 民 税 

収入割に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額  ／100   従業者の数・固定資

産 の 価 額 

事務所又は事業所の数、発電 

用固定資産の価額、軌道の延 

長キロメートル数      
従業者の数 

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額   

仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額   本 県    

差 引 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額   総 数    

既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額又は地方法人特別税額        

租税条約の実施に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額の控除額        

差 引 過 不 足 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額        

減少する特別法人事業税額又は地方法人特別税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額        
減少する特別法人事業税額又は地方法人特別税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額        

過 少 （ 不 ） 申 告 加 算 金        

重 加 算 金        

延 滞 金 の 控 除 期 間 対 象 外 税 額       

県 民 税 全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで        

事 業 税 
特 別 税 

全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで        

指 定 納 期 限 年  月  日       

更 正 、 決 定 又 は 加 算 金 決 定 の 理 由        

 注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、 
     審査請求書（正副２通）はなるべく県税事務所を経由して提出してください。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼玉 
     県を被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。 

 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決が 
 ないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないで 
 も処分の取消しの訴えを提起することができます。 



別記様式第二十七号の七（二） 

 

 

  

 所在地 

 

 法人名 

                           様 

 代表者氏名 

 

 法人の県民税・法人の事業税・特別法人事業税の
更正

決定
 

 法人の事業税・特別法人事業税の

過少申告

不 申 告

重

加算金決定
通知書（納額告知書）

 

 年  月  日  

 

 

 

 

 

埼玉県    県税事務所長 □印  

       県 税  納税番号  

       
事 業 年 度 

年  月  日から 

       年  月  日まで 

       申 告 基 準 日 年  月  日 

 次のとおり通知します。 

 なお、不足税額、加算金及び延滞金を指定納期限までに納付してください。 

 申 告 納 付 

期 限 

県 民 税 年  月  日 

 事 業 税 年  月  日 

 確 定 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

       修 正 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

事        業        税  県    民    税 

摘          要 課税標準 税  率 税  額  （ 使 途 秘 匿 金 税 額 等 ） 

法 人 税 法 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 法 人 税 額 

（    円） 

円 第

一

号

に

掲

げ

る

事

業 

法

第

七

十

二

条

の

二

第

一

項 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額 円    

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額  ／100 円  試 験 研 究 費 の 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額  

年 4 0 0 万 円 を 超 え 年 8 0 0 万 円 以 下 の 
金 額 又 は 年 4 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  ／100   還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額  

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  ／100   退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額  

計     課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額 ア  

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額  ／100   ２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にお

ける課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 
イ  

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額     

付 加 価 値 額  ／100   法 人 税 割 額                             ア又はイ ×    100   

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額     道 府 県 民 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額  

資 本 金 等 の 額  ／100   税 額 控 除 超 過 額 相 当 額 の 加 算 額 

 

 

掲

げ

る

事

業 

項

第

二

号

に 

条

の

二

第

一 

法

第

七

十

二 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額     

外 国 関 係 会 社 等 に 係 る 控 除 対 象 所 得 税 額 等 相 当 額 

又 は 個 別 控 除 対 象 所 得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額 
 

外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額  

収 入 金 額  ／100   仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

 



第

三

号

に

掲

げ

る

事

業 

法

第

七

十

二

条

の

二

第

一

項 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額    
 差 引 法 人 税 割 額  

 既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法 人 税 割 額  

所 得 金 額  ／100  
 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

 過 不 足 法 人 税 割 額  

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額    

 均

等

割

額 

算 定 期 間 中 に お い て 事 務 所 等 を 有 し て い た 月 数  ウ 月 

 均  等  割  額 円 × ウ 12  

付 加 価 値 額  ／100  
 既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 均 等 割 額  

 過 不 足 均 等 割 額  

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額    
 過 不 足 県 民 税 額  

 減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額  

資 本 金 等 の 額 
 

／100  
 減少する法人税割額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額  

  分

割

基

準 

 
事 業 税 県 民 税 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額    
 従業者の数・固定資産の価額 事務所又は事業所の数、発電用固定資産

の価額、軌道の延長キロメートル数 
従 業 者 の 数 

 本 県    

収 入 金 額  ／100   総 数    

合 計 事 業 税 額   仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額  

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額   差 引 特 別 法 人 事 業 税 額  

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 特 別 法 人 事 業 税 額  

差 引 事 業 税 額   租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額  

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 事 業 税 額   差 引 過 不 足 特 別 法 人 事 業 税 額  

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額   減少する特別法人事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額  

差 引 過 不 足 事 業 税 額   減少する特別法人事業税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額  

減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額   過 少 （ 不 ） 申 告 加 算 金  

減 少 す る 事 業 税 額 の う ち 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 更 正 に 伴 い 繰 越 控 除 さ れ る 税 額   重 加 算 金  

特   別   法   人   事   業   税  延 滞 金 の 控 除 期 間 対 象 外 税 額 

摘           要 課税標準 税  率 税  額  県民税 全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで  

法第72条の２第１項第１号に掲げる事業の所得割に係る特別法人事業税額 円 ／100 円  事業税 

特別税 
全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで  

法第72条の２第１項第２号に掲げる事業の収入割に係る特別法人事業税額  ／100   

法第72条の２第１項第３号に掲げる事業の収入割に係る特別法人事業税額  ／100   指 定 納 期 限 年  月  日 

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額   更正、決定又は加算金決定の理由  

注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審

査請求書（正副２通）はなるべく県税事務所を経由して提出してください。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県

を被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決が

ないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないで

も処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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別
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別
記
様
式
第
二
十
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を
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に
改
め

る
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別
記
様
式
第
六
十
五
号
の
五
か
ら
別
記
様
式
第
六
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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又
は

地
方

法
人

特
別

税
徴

収
猶

予
 

又
は

地
方

法
人

特
別

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

１
 

 
 

 
 

 

 

 

 

収
猶

予
 

徴
収

猶
予

 

０
条

 

第
５

３
条

第
５

０
項

前
段

 
第

５
３

条
第

６
７

項
前

段
 

第
５

３
条

第
５

７
項

 
第

５
３

条
第

７
４

項
 

第
５

３
条

第
５

５
項

 
第

５
３

条
第

７
２

項
 



 
 

 
 

 

 
 

 

    

1
1

1
1

2
2

2
2

3
3

3
3

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

種

　
〔

該
当

に
○

〕

N
o
．

廃
止

そ
の

他

年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

申
　

 
請

　
 
年

　
 
月

　
 
日

N
o
．

追
加

追
加

免
税
軽
油
使
用
者
証

有
 
効
 
期
 
間

そ
の

他

(
　

　
　

　
　

　
　

)

台
　

　
　

数
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在
　

地

型
　
　
　
式

軸
　

馬
　

力

N
o
．

燃
 
焼

 
方
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リ
ッ

ト
ル

リ
ッ

ト
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差
　

引
増

リ
ッ

ト
ル

(
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減
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ト
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ッ
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当
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〕

免
 
税
 
軽
 
油

使
用
者
証
番
号

号

年
 
間

 
見

 
込

 
所

 
要

 
数

 
量

 
合

 
計

リ
ッ

ト
ル

リ
ッ

ト
ル

用
　

　
　

途

名
　

　
　

称

廃
止

年
 
間

 
見

 
込

 
所

 
要

 
数

 
量

変更が生じた機械、車両又は設備の明細

(
　

　
　

　
　

　
　

)

住
 
所

 
又

 
は

 
事

 
務

 
所

若
し

く
は

事
業

所
所

在
地

変
　

更
　

前

変
　

更
　

後
法

人
の

代
表

者

　
〔

該
当

に
○

〕

追
加

廃
止

そ
の

他

廃
止

追
加

N
o
． そ

の
他

その他の事項

1

(
　

　
　

　
　

　
　

)

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

機
械

、
車

両
又

は
設

備
の

変
　

更
　

内
　

容

免
　

税
　

軽
　

油
　

使
　

用
　

者
　

証
　

書
　

換
　

申
　

請
　

書

　
〔

該
当

に
○

〕

第

3

氏
名

又
は

名
称

2

担
　

 
当

　
 
者

　
 
氏

　
 
名

電
　

話

住
所

又
は

事
務

所
若

し
く

は
事

　
業

　
所

　
所

　
在

　
地

 
埼

玉
県

　
　

　
　

　
税

事
務

所
長

　
上

記
の

と
お

り
免

税
軽

油
使

用
者

証
の

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
つ

た
の

で
、

書
換

え
を

申
請

し
ま

す
。

氏
　

名
　

（
　

名
　

称
　

）

年
　

　
月

　
　

日

　
〔

該
当

に
○

〕

（
宛

先
）

受
付

印

別
記

様
式

第
六

十
五

号
の

五
 



 
 

 
 

 

    

免
税

軽
油

使
用

者
証

上
記

の
と

お
り

を
返

納
し

ま
す

。
免

 
　

　
税

 
　

　
証

種
　

類

～

号
免
税
軽
油
使
用
者
証

有
　
効
　
期
　
間

リ
ッ
ト
ル
券

業
　

種

免
 
税

 
軽

 
油

使
用

者
証

番
号

第

返　納　免　税　証

有
 
効

 
期

 
間

～

～～

電
　

話

住
所

又
は

事
務

所
若

し
く

は
事

　
業

　
所

　
所

　
在

　
地

氏
　

名
　

（
　

名
　

称
　

）

～

～ ～

数
　

量

～ ～

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

～

免
　

　
 
税

　
 
　

証

年
　

　
月

　
　

日
か

ら
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

～

リ
ッ
ト
ル

返
　

納
　

書

記
　

号
　

・
　

番
　

号
枚

　
数

枚

～

免
税

軽
油

使
用

者
証

　
１

　
有

効
期

間
が

満
了

し
た

た
め

　
２

　
そ

の
他

年
月

日

埼
玉

県
　

　
　

　
　

税
事

務
所

長

（
宛

先
）

返
　

納
　

理
　

由
〔

該
当

に
○

〕

担
　

 
当

　
 
者

　
 
氏

　
 
名

受
付

印

別
記

様
式

第
六

十
五

号
の

六
 



  

 

     

号
月

日

様

印

注
意

税
事

務
所

長

税
第年

枚
　

数
概

　
要

数
　

量

～

免
税

軽
油

使
用

者
証

番
号

　
　

　
埼

玉
県

税
条

例
第

4
6
条

の
1
5
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

免
税

軽
油

使
用

者
証

及
び

免
税

証
の

返
納

を
命

じ
ま

す
。

　
こ

の
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

事
項

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
通

知
書

を
受

け
取

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
に

埼
玉

県
知

事
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

審
査

請
求

は
、

書
面

で
正

副
２

通
を

な
る

べ
く

県
税

事
務

所
を

経
由

し
て

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
行

つ
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

前
記

の
審

査
請

求
を

行
つ

た
か

否
か

に
か

か
わ

ら
ず

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

こ
の

通
知

書
を

受
け

取
つ

た
日

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
係

る
裁

決
の

送
達

を
受

け
た

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
を

被
告

と
し

て
（

埼
玉

県
知

事
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す
。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

返
　

納
　

期
　

限
年

　
　

月
　

　
日

種
　

類
業

　
種

記
号

・
番

号

返
納

命
令

書

埼
玉

県

免
税

軽
油

使
用

者
証

免
税

証

返
納

を
命

じ
る

理
由

免
 
税

 
軽

 
油

使
 
用

 
者

 
証

有
 
効

 
効

 
間

　
　

年
　

　
月

　
　

日
 
か

ら
　

　
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

第
　

　
　

　
号

住
所

又
は

事
務

所
若

し
く

は
事

業
所

所
在

地

免　　税　　証

有
効

期
間

リ
ッ
ト
ル

～ ～

～

リ
ッ
ト
ル
券

枚

～～

～ ～

別
記

様
式

第
六

十
六

号
 



 

別
記
様
式
第
七
十
四
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 



  

 

    

　
埼

玉
県

　
　

　
　

税
事

務
所

長

年
　

　
月

　
　

日

紛
失

枚
数

等

有
 
効

 
期

 
間

リ
ッ
ト
ル
券

業
　

種
記

　
号

　
・

　
番

　
号

～

住
所

又
は

事
務

所
若

し
く

は
事

　
業

　
所

　
所

　
在

　
地

～

種
　

類

～

氏
　

名
　

（
　

名
　

称
　

）

～
～ ～

電
　

話
担

　
 
当

　
 
者

　
 
氏

　
 
名

数
　

量

～ ～

（
宛

先
）

枚
　

数

枚

～

免
税

証
紛

失
届

リ
ッ
ト
ル

～

上
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

紛 失 理 由

～

摘
　

要

～

受
付

印

別
記

様
式

第
七

十
四

号
の

四
 



 

別
記
様
式
第
八
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
九
十
号
ま
で
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

一 

第
四
十
四
条
の
表
八
十
一
号
か
ら
九
十
号
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
及
び
別
記
様
式
第
八
十 

  
 

一
号
か
ら
別
記
様
式
第
九
十
号
ま
で
を
削
る
改
正
規
定 

令
和
四
年
一
月
一
日 

  

二 

第
四
十
四
条
の
表
二
十
七
号
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
」
を
「
第
五
十 

  
 

三
条
第
六
十
項
」
に
改
め
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
同
表
二
十
七
の
二
号
の
改
正
規
定
、 

  
 

同
表
二
十
八
の
七
号
の
改
正
規
定
、
同
表
二
十
八
の
八
号
の
改
正
規
定
及
び
同
表
二
十
八
の 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
二
の
改
正
規
定
、
別

記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
（
一
）
の
改
正
規
定
、
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
（
二
）
の
改

正
規
定
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
七
の
改
正
規
定
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
九
の
改
正

規
定
、
別
記
様
式
第
六
十
五
号
の
五
か
ら
別
記
様
式
第
六
十
六
号
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
別

記
様
式
第
七
十
四
号
の
四
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
四
月
一
日 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

      

 

九
号
の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
改
正
規
定
（ 

第
４

０
項

 

第
４

１
項

 

を 「
第

５
 

 

９
項

」
 



規 
 

則 

 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
五
七 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
八
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
を
行
う
職
員 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
二
の
二 

職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
任

命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
ニ
⑵
中
「
福
祉
施
設
」
を
「
社
会
福
祉
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ニ

⑶
中
「
こ
ど
も
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
埼
玉
に
登
録
す
る
」
を
「
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
号
の
三
ま
で
」
の
次
に
「
、
第
十
二
号
の
二
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
の
三
」
の
次
に
「
、
第
十
二
号
の
二
」
を
加
え
る
。 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

出
産
予
定
日
六
週
間
（
多
胎
妊
娠

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
。

た
だ
し
、
非
常
勤
の
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
特
に
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
出
産
予
定
日
前
の
期
間
及
び
産
後
の
期
間
を
併
せ
て
二
週
間
の
範
囲

内
の
期
間
を
加
算
し
た
期
間 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

十
一 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て

五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
不

妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

十
二 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

任
命
権
者
が
委
員
会
と
協

議
し
て
定
め
る
期
間
内
に
お
け
る
二
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間 

十
三 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

同
号
に
定
め
る
期
間



内
に
お
け
る
五
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
十
九
条
の
三
第
五
項
中
「
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十

二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
項
中

「
第
三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項

中
「
第
三
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
休
暇
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以

上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
の
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て

い
る
非
常
勤
の
職
員
で
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る

も
の
に
限
り
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
を
行
う
学
校
職
員 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
二
⑶
中
「
こ
ど
も
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
埼
玉
（
埼
玉
県
福
祉
部

少
子
政
策
課
内
に
事
務
局
を
有
す
る
こ
ど
も
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
埼
玉
を
い
う
。
）
に
登
録
す
る
」

を
「
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
か

ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
八 

学
校
職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認 

 
 

め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
県
教
育
委 

 
 

員
会
が
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期 

 
 

間 

 

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
及
び
第
十
九
号
」
を
「
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

出
産
予
定
日
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
。
た

だ
し
、
非
常
勤
の
学
校
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必

要
と
認
め
る
と
き
は
、
出
産
予
定
日
前
の
期
間
及
び
産
後
の
期
間
を
併
せ
て
二
週
間
の
範
囲

内
の
期
間
を
加
算
し
た
期
間 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

十
一 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
当

該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 

十
二 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間

内
に
お
け
る
二
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 



 

十
三 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

同
号
に
定
め
る
期
間
内
に
お
け

る
五
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
第
二
十
二
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
十
二
条
第

一
項
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
五
号
」

を
「
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第

三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中

「
第
三
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
休
暇
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上

と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い

る
非
常
勤
の
学
校
職
員
で
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の

に
限
り
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
十
五
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の 

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

在
宅
勤
務
（
職
員
の
住
居
等
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
）
を
行
う
職
員
の
う
ち
、
知
事
の
指

定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
別
表
（
休
憩
時
間
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
十
六
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

在
宅
勤
務
（
職
員
の
住
居
等
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
）
を
行
う
技
能
職
員
の
う
ち
、
知
事

の
指
定
す
る
も
の
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
別
表
（
休
憩
時
間
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
訓
令
第
一
号 

出
納
総
務
課 

会
計
管
理
課 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
会
計
管
理
者 

宍 

戸 

佳 

子 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
会

計
管
理
者
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
出
納
総
務
課
長
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 
 

 
 

 
 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

在
宅
勤
務
（
職
員
の
住
居
等
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
）
を
行
う
職
員
の
う
ち
、
教
育
長
の 

 

指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
別
表
（
休
憩
時
間
に 

 

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

県 

立 

学 

校 
 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

 
 

た
だ
し
、
定
例
又
は
軽
易
な
起
案
は
、
県
立
学
校
人
事
課
長
と
協
議
し
て
定
め
る
帳
簿
若
し

く
は
用
紙
を
用
い
る
方
法
又
は
校
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 
 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     様
式
第
５
号

 
削
除

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

は
な
み
ず
き
小
手
指

ク
リ
ニ
ッ
ク 

雪
見
原
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
く
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク す
ず
か
け
の
き
武
蔵

野
ク
リ
ニ
ッ
ク 

あ
さ
か
台
乳
腺
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
貴
聡

会 

こ
は
ま
眼
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
心
施
和

顔
施
会 

社
会
福
祉
法
人
輝

陽
樹
会 

医
療
法
人
社
団
た

す
く 

医
療
法
人
社
団
創

進
会 

中
村 

慶
太 

医
療
法
人
社
団
貴

聡
会 

 

開 

設 

者 

名 

所
沢
市
小
手
指
町
一
―
一
六
―

四
ビ
ッ
ク
グ
ラ
ッ
ド
小
手
指
ビ
ル

二
階 

所
沢
市
下
富
一
〇
一
一
―
一 

所
沢
市
松
葉
町
七
―
二
四
ハ
イ
ツ

コ
ル
ザ
一
Ｆ 

所

沢

市

東

所

沢

五

―

四

―

一 

サ
ン
フ
レ
ァ
東
所
沢
一
〇
八
号
室 

朝
霞
市
東
弁
財
一
―
五
―
一
八 

カ
ロ
ー
タ
三
階 

草

加

市

清

門

三

―

二

五

―

三 

大
塚
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

二
階
二
〇
二
号
室 

所 
 

在 
 

地 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

指

定

年

月

日

 



 

薬
樹
薬
局 

草
加
吉

町 中
川
薬
局 

上
尾
店 

ケ
ヤ
キ
薬
局 

春
日

部
店 

石
井
歯
科
医
院 

あ
い
ゆ
う
歯
科
和
光

第
二
診
療
所 

清
水
歯
科
医
院 

ヒ
ロ
レ
デ
ィ
ー
ス
ク

リ
ニ
ッ
ク 

プ
レ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ミ

リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク 

山
崎
医
院 

大
塚
医
院
フ
ァ
ミ
リ

ー
ク
リ
ニ
ッ
ク 

富
士
見
井
上
眼
科 

薬
樹
株
式
会
社 

株
式
会
社
グ
ラ
ム 

株
式
会
社
Ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｒ
Ｉ 

医
療
法
人
晃
惺
会 

医
療
法
人
社
団
あ

い
ゆ
う
会 

医
療
法
人
央
友
会 

医
療
法
人
社
団
オ

ハ
ナ 

医
療
法
人
社
団
彩

悠
会 

医
療
法
人
山
雄
会 

大
塚 

貴
博 

医
療
法
人
社
団
葵

翔
会 

草
加
市
吉
町
一
―
五
―
五 

上
尾
市
藤
波
三
―
一
九
一 

春
日
部
市
中
央
四
―
八
―
三
九 

メ
ゾ
ン
マ
ノ
リ
ア
一
〇
一 

日
高
市
森
戸
新
田
九
九
―
一
三 

和
光
市
丸
山
台
三
―
一
三
―
一 

久
喜
市
久
喜
東
三
―
二
二
―
二
七 

鶴
ヶ
島
市
藤
金
八
四
五
―
四
コ
モ

ド
若
葉
三
階 

蓮
田
市
本
町
六
―
一
プ
レ
ッ
ク
ス

蓮
田
一
〇
一 

加
須
市
根
古
屋
六
四
二
―
一
〇
・

一
階 

熊
谷
市
大
麻
生
中
郷
前
一
三
九
六 

富
士
見
市
山
室
一
―
一
三
一
三 

ら
ら
ぽ
ー
と
富
士
見
一
Ｆ
一
〇
一

〇
―
Ｂ
区
画 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
月

一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 



 
 

   

訪
問
看
護 

勇
気
の

花 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

さ
く
ら
・
さ

く
ら 

さ
く
ら
薬
局
プ
レ
ッ

ク
ス
店 

北
本
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
加

須
花
崎
店 

い
ち
ょ
う
薬
局 

狭

山
店 

ち
ゃ
の
花
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
ベ

ル
ク
ス
松
原
店 

   

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ロ

株
式
会
社 

株

式

会

社

さ

く

ら
・
さ
く
ら 

河
北
調
剤
株
式
会

社 石
黒 

友
理
子 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

い
ち
ょ
う
薬
局
株

式
会
社 

株
式
会
社
ケ
ア
プ

ラ
ス 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

   

深
谷
市
西
島
町
西
島
二
―
一
―
三

深
谷
Ｓ
．
Ｋ
ビ
ル
六
階 

比
企
郡
と
き
が
わ
町
玉
川
二
五
一 

蓮
田
市
本
町
六
―
一 

北
本
市
北
本
一
―
一
〇
二
―
Ｂ 

加
須
市
花
崎
一
―
一
七
―
五 

狭
山
市
富
士
見
一
―
一
四
―
六
速

玉
テ
ラ
ス
一
階 

所
沢
市
く
す
の
き
台
一
―
九
―
五 

草
加
市
草
加
三
―
九
―
一
三
ベ
ル

ク
ス
草
加
松
原
店
内 

   

令
和
三
年
四
月

一
日 

令
和
三
年
六
月

一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
一

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 

令
和
三
年
十
二

月
一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

金
井 

貴
紘 

百
瀬 

孝
志 

椿
原 

政
好 

神
山 

誠
二 

佐
藤 

暢
一 

西 

空 

小
野
塚 

敏
広 

氏 
 

名 

       

住 

所 

ひ
ら
い
は
り
き
ゅ

う
整
骨
院 

ア
ー
ス
ケ
ア
お
お

み
や 

は
り
灸
マ

ッ
サ
ー
ジ
院 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川

越
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

か
み
や
ま
接
骨
院 

さ
と
う
接
骨
院
・

さ
と
う
鍼
灸
院 

谷
塚
駅
前
整
骨
院 

じ
ょ
ん
の
び
整
骨

院 名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
三
―

六
―
九 

上
尾
市
瓦
葺
二
八
三
〇
―
八 

川
越
市
霞
が
関
北
二
―
六
―
一

―
一
〇
三 

熊

谷

市

籠

原

南

三

―

一

七

一 

メ
ゾ
ン
ド
ソ
レ
イ
ユ
一
〇
二 

大
里
郡
寄
居
町
富
田
三
三
〇
二 

草
加
市
谷
塚
町
六
三
三
谷
塚
駅

西
口
関
ビ
ル
一
Ｆ 

八
潮
市
大
瀬
五
―
一
―
七 

所 
 

在 
 

地 

令
和

三
年
十
二

月
一
日 

令
和

三
年
十
二

月
一
日 

令
和

三
年
十
一

月
十
日 

令
和

三
年
十
一

月
十
八
日 

令
和

三
年
十
一

月
十
八
日 

令
和

三
年
十
一

月
十
三
日 

令
和

三
年
十
二

月
一
日 

指

定

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の

と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

二 

指
定
施
術
機
関 

   
 

橋 

悟 

大
柴 

龍 

氏

名 

施

術
所 

施

術
所 

変

更

事

項 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

東
松
山
市
下
野
本
一

四
六
五 

ゆ
ず
接
骨
院 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上

木
崎
一
―
九
―
一
五 

グ
ラ
ン
デ
ュ
オ
南
街
区 

 

一
〇
八
―
一 

与
野
名
倉
堂
整
骨
院 

変

更

前 

東
松
山
市
下
野
本
一

四
三
四
―
一
二 

わ
か
つ
き
接
骨
院 

東
京
都
調
布
市
仙
川

町
一
―
五
三
―
六
フ

ロ
レ
ゾ
ン
仙
川
一
Ｆ 

Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ａ
整
骨
院 

仙
川
院 変

更

後 



 

井
門 

健
太
郎 

佐
藤 

久
典 

小
澤 

智
亜
紗 

氏

名 

施

術
所 

施

術
所 

施

術
所 

変

更

事

項 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

東
京
都
国
分
寺
市
東

恋
ヶ
窪
三
―
九
―
一

五
レ
ジ
デ
ン
シ
ア
国
分

寺
一
〇
四
号
室 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ
国
分
寺 

草
加
市
神
明
一
―
四

―
一
九
―
二
―
二
〇

六 ま
ご
こ
ろ
治
療
院 

草

加
店 

春
日
部
市
八
木
崎
町

九
―
一
内
藤
ビ
ル
二

〇
一
号 

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
ケ
ア
訪
問

マ
ッ
サ
ー
ジ
・
鍼
灸
整

骨
院 

変

更

前 

飯
能
市
柳
町
九
―
一
七

す
み
や
ビ
ル
二
〇
四 

て
あ
て
在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ 

千
葉
県
流
山
市
江
戸

川
台
西
二
―
二
四
七

―
五
号
室 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ
流
山
施
術
所 

春
日
部
市
緑
町
六
―

一
二
―
一
二
リ
ベ
ル
テ

メ
ゾ
ン
Ｂ
二
〇
二
号
室 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
Ｇ
Ｅ

Ｎ
Ｋ
Ｉ 

Ｓ
Ｕ
Ｎ
春
日

部 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

松
本
医
院 

富
士
見
井
上
眼
科 

ふ
く
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

は
な
み
ず
き
小
手
指
ク

リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

伸
和

会 

山
口
医
院 

く
る
ま
じ
皮
フ
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

こ
は
ま
眼
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 眼
科 

保
阪
医
院 

名 

称 

加
須
市
本
町
一
一
―
五 

富
士
見
市
山
室
一
―
一
三
一
三
ら
ら
ぽ
ー
と

富
士
見
一
Ｆ
一
〇
一
〇
―
Ｂ
区
画 

所
沢
市
松
葉
町
七
―
二
四
ハ
イ
ツ
コ
ル
ザ
一

Ｆ 所
沢
市
小
手
指
町
一
―
一
六
―
四 

所
沢
市
花
園
二
―
二
三
四
四
―
二
六 

志
木
市
館
二
―
七
―
三 

草
加
市
清
門
町
五
二
一
大
塚
メ
デ
ィ
カ
ル
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
二
Ｆ 

蕨
市
南
町
三
―
六
―
六 

所 
在 

地 

令
和
三
年
九
月
十
四

日 令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
一
月
五

日 

廃
止
年
月
日 



     

北
本
薬
局 

ホ
ー
ム
ケ
ア
薬
局 

ス
ギ
薬
局 

東
松
山
新

宿
町
店 

中
川
薬
局 

上
尾
店 

石
井
歯
科
医
院 

清
水
歯
科
医
院 

ヒ
ロ
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ

ニ
ッ
ク 

山
崎
医
院 

   

北
本
市
北
本
一
―
八
七
―
一
〇
一 

深
谷
市
東
方
町
二
―
三
―
一 

東
松
山
市
新
宿
町
一
七
―
一
ヤ
オ
コ
ー
東
松

山
新
宿
町
店
内 

上
尾
市
藤
波
三
―
一
九
一 

日
高
市
森
戸
新
田
九
九
―
一
三 

久
喜
市
久
喜
東
三
―
二
二
―
二
七 

鶴
ヶ
島
市
藤
金
八
四
五
―
四 

三
Ｆ 

加
須
市
根
古
屋
六
四
二
―
一
〇 

   

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
九
月
三
十

日 令
和
三
年
九
月
三
十

日 令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

萩
原
歯
科
医
院 

と
こ
ろ
ざ
わ
の
歯
医
者

さ
ん 

名 
 

称 

戸
田
市
笹
目
四
―
二
八
―
六
パ
ー
ク

ヒ
ル
ズ
一
Ｆ 

所
沢
市
元
町
二
二
―
一
〇
ク
レ
ア
シ

テ
ィ
所
沢
一
〇
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
三
年
十
二
月
五
日 

令
和
三
年
十
二
月
十
日 

辞

退

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

東
大
宮
薬
局 

ふ
か
や
ク
リ
ニ
ッ

ク 

名
称 

上
尾
市
原
市
四

三
六
一
―
六
四 

深
谷
市
宿
根
二

四
五
―
一 

所
在
地 

吉
田 

朝
雄 

医
療
法
人
社
団 

勝
医
会 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
三
年
十
月
一

日 令
和
三
年
十
一
月

十
八
日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン 

ふ
か
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
リ

ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー 

ふ
か
や
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名
称 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 変
更
事
項 

所
沢
市
星
の
宮

一
―
九
―
一
〇

ア
ー
ガ
ス
ヒ
ル

ズ
五
九
―
一
〇

一 深
谷
整
形
通
所

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー 

 

医
療
法
人
社
団

勝
医
会 

深
谷

整
形
外
科
医
院 

 

変
更
前 

所
沢
市
元
町
八

―
一
六
斎
商
ハ

イ
ツ
Ａ 

ふ
か
や
ク
リ
ニ

ッ
ク
リ
ハ
ビ
リ

セ
ン
タ
ー 

ふ
か
や
ク
リ
ニ

ッ
ク 

 
変
更
後 

居
宅
介
護
支
援 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

 

介
護
予
防
訪
問
看
護 
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

医
療
法
人
社
団
協
友

会 

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
こ
こ
ろ 

事
業
所
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 

医
療
法
人
福
寿

会 

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

こ
こ
ろ 

 
草
加
市
谷
塚
一

―
一
一
―
一
八 

医
療
法
人
福
寿

会 
 

医
療
法
人
社
団

協
友
会 

訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
こ
こ
ろ 

吉
川
市
平
沼
一

一
一 

医
療
法
人
社
団

協
友
会 

訪
問
看
護 

 

介
護
予
防
訪
問
看
護 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

エ
タ
ー
ナ
ル
ケ
ア

泉
台
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

名
称 

上
尾
市
泉
台
三
―
二
二
―

七 

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ 

Ｈ
Ｉ
Ｌ

Ｌ
Ｓ

棟
一
〇
一
号
室 

所
在
地 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
四
年
一
月
一
日 

休
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

             

深
谷
整
形
外
科
医
院 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 深
谷
整
形
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

山
口
医
院 名

称 

深
谷
市
宿
根
二
四

五
―
一 

深
谷
市
宿
根
二
四

五
―
一 

所
沢
市
花
園
二
―

二
三
四
四
―
二
六 

所
在
地 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 

平
成
三
十
年
一
月
一

日 令
和
三
年
十
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

久
喜
菖
蒲
商
業
施
設 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
七
千
四
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
久
喜
菖
蒲
商
業
施
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
久
喜
都
市
計
画
事
業
菖
蒲
町
菖
蒲
土
地
区
画
整
理
事
業
一
街
区
一
画 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
久
喜
菖
蒲
商
業
施
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
七
千
四
番 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
二
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
二
者 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
二
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
八
月
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

久
喜
菖
蒲
商
業
施
設 

 
 

 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
七
千
四
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
ア
ー
ク
ラ
ン
ド
サ
カ
モ
ト
株
式
会
社 
午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

外
二
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
ア
ー
ク
ラ
ン
ド
サ
カ
モ
ト
株
式
会
社 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

外
二
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
①
、
③
か
ら
⑧ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
⑨ 

午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
①
、
③
か
ら
⑧ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
⑨ 

午
前
六
時
か
ら
午
前
七
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
レ
ッ
セ
イ
田
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
田
谷
百
九
十
―
四
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

深
谷
小
学
校
、
深
谷
中
学
校
の
学
区
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
変
更
に
つ
い
て
各
学
校
に

連
絡
を
入
れ
る
こ
と
。 

 

⑵ 

車
両
の
出
入
口
に
は
人
的
配
置
を
し
、
安
全
確
保
に
十
分
努
め
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
新
所
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
六
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
若
林
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

（
変
更
後
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

喜
多
村
樹
美
男 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
合
同
会
社
西
友 

職
務
執
行
者 

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・
デ 

 
 

 

 
 

 
 

 

ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー 

 
 

 
 

 

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号 

外 

計
四
者 

（
変
更
後
）
合
同
会
社
西
友 

職
務
執
行
者 

大
久
保
恒
夫 

 
 

 
 

 

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号 

外 

計
四
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
三
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ミ
ネ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
羽
生
市
南
四
丁
目
二
百
五
十
五
、
二
百
五
十
六
、
二
百
五
十
七
、
二
百
五
十
八
― 

 
 

 

 
 

 

一
、
二
百
五
十
九
―
一
、
二
百
六
十
―
一
、
二
百
六
十
一
―
一
、
二
百
六
十
一
―
二
、 

 
 

 

二
百
六
十
二
―
一
、
二
百
六
十
二
―
二
、
二
百
六
十
四
―
一
、
二
千
六
百
三
十
九
―
一
、 
 

 

 
 

 

二
千
六
百
六
十
六
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

白
岡
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
白
岡
市
新
白
岡
三
丁
目
五
十
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
白
岡
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

南
埼
玉
群
白
岡
町
新
白
岡
三
丁
目
五
十
―
一
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
白
岡
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市
新
白
岡
三
丁
目
五
十
―
一
外 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
総
合
地
所
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

冨
髙
正
信 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
四
番
地
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
総
合
地
所
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

関
岡
桂
二
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
三
十
一
番
地
十
九
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
三
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
コ
ス
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
広
瀬
十
二
番
二
、
二
十
五
番
、
二
千
十
一
番
六
、
二
千
二
十
三
番
一
、
二 

 
 

 

千
二
十
四
番
一
、
二
千
二
十
七
番
三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ト
コ
ス 

代
表
取
締
役 

岡
本
雅
司 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
一
丁
目
十
一
番
地
二 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ト
コ
ス 

代
表
取
締
役 

益
子
崇 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
十
一
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
十
一
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
七
月
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
朝
霞
岡
店 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
市
岡
二
丁
目
千
三
百
九
十
八
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
入
曽
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
入
曽
水
野
字
月
見
四
百
六
十
三
―
一
、
四
百
六
十
三
―
三
、
四
百
七
十
二 

 
 

 
 

 

―
一
、
四
百
七
十
五
―
一
、
四
百
八
十
二
―
一
、
四
百
八
十
二
―
三
以
上
六
筆 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
入
間
仏
子
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
仏
子
七
百
八
十
五
―
一
、
二
、
三
、
四 

八
百
五
―
三
、
四 

八
百 

 
 

 
 

 

 
 

 

七
―
三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 

 
 

 

（
変
更
前
）
所
沢
織
物
商
工
協
同
組
合 

理
事
長 

平
岡
達
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
仏
子
七
百
六
十
六
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
所
沢
織
物
商
工
協
同
組
合 

理
事
長 

細
田
和
男 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
仏
子
七
百
六
十
六
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
六
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー 

入
間
下
藤
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
四
丁
目
二
十
五
番
地
七
、
五
丁
目
二
十
七
番
地
十
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
ヤ
オ
コ
ー 

下
藤
沢
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
字
本
山
八
百
八
十
七
―
一
、
八
百
八
十
七
―
二
、
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
二
―
一
、
八
百
九
十
二
―
三
、
八
百
九
十
六
―
一
、
八
百
九
十
六
―
四
十 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
、
八
百
九
十
九
―
一
、
九
百
―
一
、
九
百
一
―
一
（
仮
換
地
内
十
四
―
三
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
ヤ
オ
コ
ー 

入
間
下
藤
沢
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
四
丁
目
二
十
五
番
地
七
、
五
丁
目
二
十
七
番
地
十
六 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
三
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
新
座
栗
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
一
丁
目
千
二
百
二
十
二
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
新
座
店 

Ａ
棟 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
七
丁
目
一
―
二
十
五 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
狭
山
北
入
曽
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
北
入
曽
七
百
二
十
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 
計
二
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
二
者 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

外 

計
五
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

外 

計
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
所
沢
椿
峰
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
南
四
丁
目
三
十
三
番
十
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
番
地
五 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
十
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ミ
ネ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
羽
生
市
南
四
丁
目
二
百
五
十
五
、
二
百
五
十
六
、
二
百
五
十
七
、
二
百
五
十
八
― 

 
 

 

 
 

 

一
、
二
百
五
十
九
―
一
、
二
百
六
十
―
一
、
二
百
六
十
一
―
一
、
二
百
六
十
一
―
二
、 

 
 

 

二
百
六
十
二
―
一
、
二
百
六
十
二
―
二
、
二
百
六
十
四
―
一
、
二
千
六
百
三
十
九
―
一
、 
 

 

 
 

 

二
千
六
百
六
十
六
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

白
岡
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
白
岡
市
新
白
岡
三
丁
目
五
十
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
コ
ス
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
広
瀬
十
二
番
二
、
二
十
五
番
、
二
千
十
一
番
六
、
二
千
二
十
三
番
一
、
二 

 
 

 

千
二
十
四
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
田
原
屋 

外 

計
十
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 
 

 

駐
車
場
二
、
三 

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 
 

 

駐
車
場
二
、
三 

午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
朝
霞
岡
店 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
市
岡
二
丁
目
千
三
百
九
十
八
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
入
曽
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
水
野
字
月
見
四
百
六
十
三
―
一
、
四
百
六
十
三
―
三
、
四
百
七
十
二
― 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
四
百
七
十
五
―
一
、
四
百
八
十
二
―
一
、
四
百
八
十
二
―
三
以
上
六
筆 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
入
間
仏
子
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
仏
子
七
百
八
十
五
―
一
、
二
、
三
、
四 

八
百
五
―
三
、
四 

八
百 

 
 

 

七
―
三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

外 

計
五
者 
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ワ
イ
シ
ー
シ
ー 

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社 

外 

計
四
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ワ
イ
シ
ー
シ
ー 

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー 

入
間
下
藤
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
下
藤
沢
四
丁
目
二
十
五
番
地
七
、
五
丁
目
二
十
七
番
地
十
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
十
八
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
十
九
台 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

外 

計
二
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
橋
本
園 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
セ
リ
ア 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
橋
本
園 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二
午
前
七
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
新
座
栗
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
一
丁
目
千
二
百
二
十
二
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
新
座
店 

Ａ
棟 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
七
丁
目
一
―
二
十
五 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二 

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 



 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
狭
山
北
入
曽
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
北
入
曽
七
百
二
十
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

外 

計
三
者 
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

 
 

 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

 
 

 
 

 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

 
 

 
 

 
 

午
前
八
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局 

外 

計
二
者 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

 
 

 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
セ
キ
チ
ュ
ー 

 
 

 
 

 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 



 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
所
沢
椿
峰
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
南
四
丁
目
三
十
三
番
十
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
翌
午
前
零
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
駐
車
場
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場
午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
翌
午
前
零
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
駐
車
場
午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 



 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
七
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
加
倉
一
丁
目
一
四
一
八
番
二 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

風
致
の
保
存
、
火
災
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

公
益
上
の
理
由 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
八
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
円
良
田
字
笹
平
一
三
九
七
番
八 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

干
害
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

公
益
上
の
理
由 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
九
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
八
潮
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

北
本
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影(
撮
影
縮
尺
三
万
分
の
一
、
地
上
解
像
度
十
二
セ
ン
チ 

 

メ
ー
ト
ル)

） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
一
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
か
ら

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
白
岡
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

白
岡
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量(

四
級
基
準
点
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

白
岡
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

寄
居
町
、
東
秩
父
村
、
小
川
町
、
嵐
山
町
、
滑
川
町
、
東
松
山
市
、
吉
見
町
、
と
き
が
わ
町 

 
 

横
瀬
町
、
飯
能
市
、
越
生
町
、
鳩
山
町
、
毛
呂
山
町
、
坂
戸
市
、
川
島
町
、
北
本
市
、
桶
川 

 
 

市
、
上
尾
市
、
日
高
市
、
鶴
ヶ
島
市
、
川
越
市
、
さ
い
た
ま
市
、
入
間
市
、
狭
山
市
、
ふ
じ 

 
 

み
野
市
、
富
士
見
市
、
志
木
市
、
朝
霞
市
、
和
光
市
、
戸
田
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
四
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
十
一
月
三

十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務

所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
八
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
字
中
宿
千
九
百
三
十
八
―
一 

他
二
十
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

七
百
二
十
二
・
六
六
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
六
号 

 
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条

例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 

変
更
後
の
土
地
の
区
域
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
所
管
す
る
建
築
安
全

セ
ン
タ
ー
及
び
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行

為
等
の
規
制
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

変
更
し
た
土
地
の
区
域 

      

二 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
一
日 

鳩
山
町 

越
生
町 

市 

町 

村 

大
字
赤
沼
の
一
部
、
大
字
今
宿
の
一
部
、
大
字
石
坂
の
一
部 

大
字
越
生
の
一
部
、
大
字
上
野
の
一
部
、
大
字
黒
岩
の
一
部
、
大
字
如

意
の
一
部
、
大
字
西
和
田
の
一
部
、
大
字
古
池
の
一
部
、
大
字
成
瀬
の

一
部
、
大
字
津
久
根
の
一
部 

土 

地 
の 

区 

域 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
七
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
八
号 

 
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条

例
第
六
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 

変
更
後
の
土
地
の
区
域
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
所
管
す
る
建
築
安
全

セ
ン
タ
ー
及
び
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行

為
等
の
規
制
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

変
更
し
た
土
地
の
区
域 

       

二 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
一
日 

鳩
山
町 

越
生
町 

市 

町 

村 

大
字
高
野
倉
の
一
部
、
大
字
熊
井
の
一
部
、
大
字
赤
沼
の
一
部
、
大
字

今
宿
の
一
部
、
大
字
石
坂
の
一
部 

大
字
越
生
の
一
部
、
大
字
上
野
の
一
部
、
大
字
黒
岩
の
一
部
、
大
字
如

意
の
一
部
、
大
字
西
和
田
の
一
部
、
大
字
古
池
の
一
部
、
大
字
成
瀬
の

一
部
、
大
字
津
久
根
の
一
部 

土 

地 
の 

区 

域 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
会
計
管
理
者
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）
附
則
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財

務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
条
の
三
に
係
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改

正
前
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

別
表
第
一
第
六
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同

表
第
七
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
同
表
第
十
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

別
表
第
二
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
表
第
二
項
中
第
二
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
表
第
六
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
埼
玉
県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融

機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
同

右
」
を
「
口
座
振
替
に
よ
る
収
納
事
務
」
に
改
め
、
同
表
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
取
扱

事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  インフォメーション表示システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年11月２日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  59,394,720円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年９月17日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ハードディスク複写装置の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年11月９日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  リコーリース株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 

５ 落札金額 

  28,327,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年９月17日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  無線自動車動態管理システム本部装置の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年11月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 

５ 落札金額 

  378,821,520円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年９月24日 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

昌 

行 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
字
東
耕
地
一
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
下
日
出
谷
字
東
耕
地
一
番

四
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

八
・
八
〇
～
三
九
・
六
〇 

八
・
八
〇
～
三
九
・
六
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
三
・
六
三 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

旧
道
の
一
部
は
、
桶
川
市
に
引
き
継
ぐ
。 

   

備 

 

 

考 
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